
令和８年度介護職員等処遇改善
加算について
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【今後の予定】
3月中旬以降、市ホームページで様式及び申請スケジュール、提出先等についてお知らせします。

厚生労働省資料引用
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R7年度兵庫県集団指導資料引用
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厚生労働省資料引用
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厚生労働省資料引用
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厚生労働省資料引用



令和８年度以降の計画書の提出について

厚生労働省（介護保険最新情報Vol1474）により、令和8年度の当該加算における改善計画書については、
「令和8年4月及び5月分を算定する場合は、令和8年6月分以降も併せて同年4月15日までに行うこととす
る」と事務連絡が発出されました。
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